
事業部門 部門１ 専門家等と連携した空き家に関する相談窓口の整備等を行う事業

事業地域 全国

背景・課題 空き家の発生抑制、管理不全空き家への対応、効率的な所有者特定の方法、利活用に向けた民間事業者やNPO等との
有効な連携方策、空き家バンクへの登録促進策など、地方公共団体等による空き家対策において全国的に積み残されて
いる課題への対応が求められている。

目的 専門家との連携のもとで上記課題への対応方策を検討し、具体的な課題や効果的な課題解決策等の情報共有、実践的
な空き家対策についての政策提言、及び、検討により蓄積されるノウハウや取組事例等の周知・普及（情報提供）を行う。

連携する
団体・役割

所有者特定分科会

〈構成員〉
○市区町村、都道府県（１，０８６団体※）
○連携専門家団体（２７団体※）
○顧問（建築研究所・国総研担当官）

会長：千葉県市原市
副会長：京都府井手町

企画・普及部会

部会長：千葉県市原市
○市町村（１６団体）
○有識者 ○顧問

※令和５年２月６日時点

部会長：静岡県浜松市
○市町村（２０団体）

所有者特定・
財産管理制度部会

空き家バンク部会

部会長：京都府京都市
○市区町（２０団体）
○有識者 ○顧問

空き家バンクの登録促進
分科会

財産管理制度分科会 利活用に向けた
民間連携分科会

空き家発生抑制分科会

発表資料
【R4】全国的な空き家対策推進のための協議・検討及び事例収集・情報提供事業
（一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会）

○市区町村：部会への参加を通じた上記課題の協議・検討、先進的な取組事例やノウハウ等の情報提供
○法務関係団体、不動産関係団体等の専門家団体：専門部会の協議・検討に対する知見の提供・助言

＜本事業の検討体制＞

事務局：すまいづくりまちづくり
センター連合会

専門部会等において検討され
た成果等を情報提供

取組事例等を収集・整理、及
び情報提供

全国的に共通する空き家対策の課題解決のため、市区町村の空き家対策担当者が、弁護士・司法書士等の専門家
や先進的な空き家対策に取り組む民間事業者と連携して協議・検討する場（部会・分科会）を設置し、協議・検討によ
り蓄積されたノウハウや取組事例等を事例集等にとりまとめ、全国空き家対策推進協議会HPを通じて情報提供した。

空き家対策プラット
フォーム分科会



民間連携による空き家発生抑制対策の進め方

空き家対策の普及・啓発や空き家所有者に対する早期解決の支援などの発生抑制対策の実施
に向けて民間事業者（団体）との連携を模索する市区町村に対して、連携を行う上でのポイント
や留意点について、先進事例での取組を交えながら整理した。

目次

１.はじめに

２.本資料で対象とする空き家の発生抑制に向けた取組

３.連携先として想定される事業者・団体

（１）地域内に空き家対策に関連する取組を行う事業者（団体）が存在す

る場合

（２）地域内に空き家対策に関連する取組を行う事業者（団体）が存在し

ない場合

４.連携方法

（１）協議体での情報共有

（２）空き家対策に関する協定の締結

（３）個別事業の外部委託等

（４）予算の確保

５.連携を進める上でのポイント

（１）連携の目的・ゴールの設定

（２）民間との連携を進める上での庁内調整

（３）連携先の掘り起こし

（４）連携先の選定方法

（５）連携先との役割分担の明確化

（６）取組を通じた把握した個人情報等の取扱い

（７）事業者（団体）にとっての連携のメリットの明確化

（８）効果的な発生抑制対策を行う上での工夫

民間連携による空き家発生抑制対策の進め方（一部）



空き家に関する普及啓発パンフレット原稿の作成

市区町村における空き家所有者等への普及啓発資料として活用する場面を想定し、住まいの行
く末等に関するチェックシートや、空き家問題に関する基礎的な事項を解説したコラムなどを掲載
したパンフレット原稿を作成。地域の状況に応じて内容を編集できるよう、 20程度のトピックを設
定し、コラムの文案を作成。

普及啓発パンフレット原稿（一部）

住まいの状況を確認するため
のチェック項目を示し、該当項
目に応じて所有者等が取るべ

き対応を明示。

所有者等が空き家について考えるきっ
かけとなるコラムの文案として、終活、
相続手続き、適正管理、解体・残置物処
分、流通に関する20程度のトピックのコ

ラム文案を作成。



空き家対策のプラットフォーム構築を進める上での留意点

空き家対策の推進に向けて、地域の複数の関係主体との連携を通じた情報共有や相談対応等
の一元化を模索する市区町村に対して、連携体制を構築する上でのポイントや留意点について、
先進事例での取組や、本分科会に参加した部会員が検討を試行した成果を交えながら整理。

目次

1. はじめに

2. 空き家対策プラットフォームとは

3. 空き家対策プラットフォームとして取り組むことが効果的なテーマ、活動内容

の例

4. 連携の範囲

（１） 地域で活動する多様な主体との連携

（２） 広域・周辺地域で事業を展開する事業者・団体との連携

（３） 都道府県内・複数市区町村での広域連携

5. 連携体制と検討の進め方

（１） 事務局を担う団体を中心とした各専門団体や行政のネットワーク

（２） 多様な分野の専門家がチームを組成し、市区町村と連携を図る体制

6. 連携の方法

（１） 任意の協議会の設置

（２） プラットフォームに関わる連携先事業者（団体）との協定の締結

（３） 空き家対策プラットフォーム事務局の設置

（４） 情報共有の仕組み

7. 先進事例の紹介

（１） 個別の相談内容に対してワンストップで対応し、解決策の提案を行う取組

（２） 個別の空き家等の具体的な利活用・流通を通じてまちづくりを進める取組

8. 特定地域における空き家対策プラットフォーム立ち上げに向けた試行

9. 空き家対策プラットフォーム構築に向けて検討すべきポイント

（１） 連携先の事業者・団体の選定

（２） 連携先との役割分担

（３） 取組を通じた把握した個人情報等の取い

空き家対策のプラットフォーム構築を
進める上での留意点（一部）



所有者の意向確認が困難な空き家への対応事例集

所有者を特定しているもののその意向を確認できないなど、空家等又は所有者等に関する情報
が不十分であるために、14条措置を進めることが難しい空き家が多くみられるため、所有者の意
向確認が困難な空き家への対応事例を市区町村会員より収集し、対応事例集としてとりまとめた。

目次

１.はじめに

２.所有者の居所が不明な場合の対応事例

（１）住民票住所が空き家の所在地のまま

①福祉・税務部局への照会

②郵便局へ転送情報の照会

（２）空き家情報や所有権そのものの信頼性が確保できない場合

（３）職権消除

３.所有者の居所を把握しているが、通知に対する返信・連絡がない場合

（１）通知に関する工夫

（２）関係者への聞き取り

（３）直接訪問

４.判断能力の問題や経済的な事情などで対応困難なことが判明した場合

（１）福祉部局・税務部局との連携

①判断能力がない疑いがある者（法定代理人なし）の場合

②経済的な事情で対応困難な場合

（２）判断能力がない疑いがある所有者（法定代理人なし）の命令以降

の措置の考え方

①14条措置の実施状況

②福祉部局との連携による後見人等の選任申立ての促進

５.所有者が外国籍であり、かつ相続が発生している空き家

（１）略式代執行の実施状況

（２）所有者不確知の判断基準の考え方

６.郵送による手続きのみでの命令（事前通知を含む）又は行政代執行の

実施

判断能力がない疑いがある所有者（法定代理人な
し）の命令以降の措置の考え方（一部）



空き家所有者の探索を目的とした住基ネットの効果的な利用方法

住基ネットの全国・都道府県ネットワークを経由して、自市区町村以外に居住している空き家所
有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために、住基ネットの利用
が可能となったことを受け、市区町村会員を対象に利用状況やその効果や課題に関するアン
ケート調査を実施し、回答結果をもとに、住基ネットの効果的な利用方法をとりまとめた。



空き家対策に関する財産管理制度の活用事例集

会員市区町村における令和３年１０月２日以降令和４年１０月１日までの空き家対策に関する財
産管理制度の活用事例を対象として、申立理由や予納金の額、予納金低額の工夫、制度活用
に際して苦労した点などの事例調書と事例概要の収集を行い、９９件（相続財産管理制度８７件、
不在者財産管理制度１２件）の事例集を作成した。



空き家バンクの成約物件事例集

「空き家バンクに登録しても物件が成約しないのではないか」という心的ハードルに対して、物件
の登録や成約が少ない自治体では、どのような物件が売れているのか、市場性の低い物件でも
売れる見込みがあることを説明できないという課題に対して、
近年の成約物件の情報を約1,200件収集し、成約している物件の特徴を示し、かつ具体的な成
約事例を掲載した事例集を作成し、物件の掘り起こしの一助となる資料とした。

多くの成約物件情報から、どのような物件がどのような価格帯で
取引されているか等、物件登録時の参考になる情報を提示。

特に低廉な物件でも空き家バンクで取引ができることを示唆する
ために、劣化の状況や、物件登録の経緯、買主の属性や成約の

経緯等をまとめた事例を提示。



宅建業者・宅建業団体との効果的な連携に向けたポイントの整理

自治体と宅建団体支部が連携協定を締結する事例が増えてきている中、協定の内容や役割分
担は多岐にわたっている。本資料では、宅建業者や宅建業団体との締結に取り組んでいない自
治体向けに、どのような連携方法があるか、また、体制構築にあたってどのような箇所がポイント
となるかを整理した。

先行する取り組み事例によって運用が異なる箇所を中心に、それ
ぞれのポイントにおけるメリットやデメリット、留意点を整理。

目次
第１章 はじめに
第２章宅建業者・宅建業団体との連携の実態
第３章体制構築に向けたポイントの整理

（１）協定先の検討
①宅建業団体との連携
②宅建業者個社との連携

（２）物件の登録・契約方法
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約

（３）物件の担当決定方法
①輪番制
②手上げ制

（４）宅建業者との関係構築
第４章全国版空き家・空き地バンクとの連携

宅建業者・宅建業団体との効果的な連携に向けたポイントの整理（一部）


